
募集代理店名、連絡先等は同封の「送付状」をご覧ください。

■お申込みにあたって
■取扱いの内容

200万円～5,000万円（契約年齢、既契約などにより異なります。）保険金額にはお引受け限度がありま
す。すでにオリックス生命にご契約いただいている場合や同時に複数お申込みの場合など、当商品のお
申込みができないことがありますのでフリーダイヤルまでお問い合わせください。
月払・半年払・年払
ご契約者と被保険者は必ず同一の方とさせていただきます。
・低解約払戻期間中に解約した場合の解約払戻金は、抑制されています（低解約払戻期間は保険料払
込期間と同一です）。
・低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、低解約払戻期間内のすべての保険料の払込みがない
ときは、解約払戻金は抑制されます。

「ご契約のしおり／約款」は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものです。●クーリング・オフ　●告知義務について　●保険金・給付金等をお支払いできない場合　●解約に関するご注意　●契約内容の
変更 など、保険契約者に必要な保険の知識についてもご説明しています。保険証券とともにお送りしますので、必ずご一読のうえ大切に保管してください。（「ご契約のしおり／約款」はお申し付けいただければ事前にお送りします。）

●「ご契約のしおり／約款」について

●お申込みの際には「特に重要な事項のお知らせ／商品概要のご説明／ご契約のしおり抜粋」を必ずご覧ください。
「特に重要な事項のお知らせ」は、ご契約に際しての告知義務や告知義務違反による不利益、保険金・給付金等が支払われない場合など、特にご注意、ご確認いただきたい事項（注意喚起情報）を記載して
います。また、「商品概要のご説明」は保険商品の内容に関する重要事項から、「ご契約のしおり抜粋」は「ご契約のしおり／約款」から、それぞれ特にご確認いただきたい重要事項を記載したものです。

オリックス生命ウェブサイトにて、保険金・給付金等のご請求やお受取りに関することがらを
わかりやすくご案内しておりますので、ご確認ください。

お問合せは
お気軽に

携帯・スマホ
からも受付

受付時間 月曜～金曜 9：00ー21：00

■募集代理店 ■引受保険会社

〒107-0052　東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ
0120-208-667

●保 険 金 額

●保険料払込方法
●契 約 形 態
●解約払戻金
について

●この保険に配当金、満期保険金はありません。
●解約払戻金の所定の範囲内で契約者貸付をご利用いただけます。
●あらかじめお申し出があった場合には、解約払戻金の所定の範囲内で保険料の自動振替貸付をご利用いただけます。

（　　　　  ）0120-208-667 土曜は18：00まで、
日曜・祝日・年末年始休み

●病気やケガなどで治療中の方、過去に手術や大病で入院され
た方はお引受けできない場合があります。
●職業や収入状況によっては、お引受けできない場合や保険金
額を制限させていただく場合があります。

【主な例】運輸業、建設作業、職業スポーツ、坑内・採石・石切作業、
潜水・港湾作業等に従事、無職（失業中の方も含む）

ご注意
！

ORIX2016-F-003

■ご提出いただきました意向把握書・意向確認書・申込書・告知書・クレジットカード払申込書・預金口座振替依頼書・自動
払込利用申込書、健康診断結果通知書類等の写しは返却いたしませんので、ご了承ください。

保険期間 保険料払込期間 契約可能年齢
10年払済
15年払済
20年払済
50歳払済
55歳払済
60歳払済
65歳払済
70歳払済
75歳払済
80歳払済
終身払

終身

15歳～70歳
15歳～65歳
15歳～60歳
15歳～40歳
15歳～45歳
15歳～50歳
15歳～55歳
15歳～60歳
15歳～65歳
15歳～70歳
15歳～75歳

万一の場合の死亡保障

この商品が満たす主なご意向は下表のとおりです。
お客さまのご意向が異なる場合や、ご不明な点がある場合は、募集代理店までご連絡ください。

病気やケガに備える保障
（医療保障） がんに備える保障 貯蓄

(老後生活資金・教育資金の準備等）

＊短期払の場合　※主契約が満たす主なご意向に「◎」、特約付加時に満たす主なご意向に「○」を表示しています。
◎ ̶ ̶ ◎＊

■お申込みスケジュール

保障開始（責任開始）

6月

契約日・計算基準日

7月

第1回
保険料振替日の
通知を郵送

8月 9月
（例）申込日・告知日：6月6日、申込書類の受領日：6月10日／月払／第1回保険料より口座振替をご利用の場合

6月 7月 8月 9月
（例）申込日・告知日：6月6日、申込書類の受領日：6月10日／月払／第1回保険料より口座振替をご利用の場合

（例）申込日・告知日：6月21日、申込書類の受領日：6月25日／月払／第1回保険料より口座振替をご利用の場合

第1回・第2回
保険料振替日の
通知を郵送

第1回・第2回
保険料振替日

第1回
保険料振替日の
通知を郵送

第1回
保険料振替日

第2回
保険料振替日

第2回
保険料振替日

以降
毎月27日振替

以降
毎月27日振替

第1回
保険料振替日

27日 27日 27日

27日 27日27日

27日27日25日
申込書類
の受領日

〈口座振替のスケジュールについて〉

契約日・計算基準日
（この時点の被保険者の満年齢で

保険料が決まります。）

保障開始（責任開始）

保障開始（責任開始）

1
日
〜
末
日

申
込
書
類
到
着
期
間 

＊

銀行口座振替
（ゆうちょ銀行・
農協を含む）

1日

インターネット
銀行等、

一部金融機関

契約日・計算基準日
（この時点の被保険者の満年齢で

保険料が決まります。）

契約日・計算基準日
（この時点の被保険者の満年齢で

保険料が決まります。）

1日

1日

クレジットカード
決済（クレジットカード決

済日が10日の場合）
クレジットカード
会社から

ご利用明細書の送付
4営業日
程度

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の

有
効
性
等
の
確
認

契約日・計算基準日
クレジットカード決済 以降毎月10日

クレジットカード決済（この時点の被保険者の満年齢で
保険料が決まります。）

1日 10日 10日

〈クレジットカード払のスケジュールについて〉

●クレジットカードの名義人は保険契約者ご本人に限ります。
●保険契約1件あたりの保険料が月払は5万円以下、半年払・年払は10万円以下のご契約に限ります。
●クレジットカード払とは、クレジットカード会社が保険料相当額をオリックス生命に入金した後、お客さまの利用口座から保険料相当額の振替えを行う仕組みです。したがって、クレジットカード会社がオリック
ス生命に入金した後に解約手続きをされた場合には、解約後にクレジットカード決済口座から保険料相当額が振り替えられます。
●クレジットカードの決済日やスケジュール等は、クレジットカード会社の規約に基づきます。
●クレジットカード会社の締日やその他事務上の都合により、クレジットカード会社から2か月分の保険料をまとめて請求される場合があります。
●デビット機能付クレジットカードをご利用の場合は、お申込みの時点でクレジットカードの有効性等の確認と同時に、決済が行われます（契約の成立・不成立を問いません）。なお、ご契約が不成立になった場
合や二重で引き落とされた場合の返金時期はカード会社により異なり、返金に数か月を要することがあります。

●保険証券は契約成立後にお送りいたします。

6月 7月 8月 9月
（例）申込日・告知日：6月6日、申込書類の受領日：6月10日／月払／クレジットカード決済日が10日の場合（※決済日はカード会社により異なります）

保障開始（責任開始）

申込書類
の受領日

10日

申込書類
の受領日

申込書類
の受領日

10日

1
日
〜
20
日

21
日
〜
末
日

申
込
書
類
到
着
期
間 

＊

■保障の開始（責任開始日）は、告知日または申込書の受領日＊のいずれか遅い日からとなります。 ＊申込書の受領日とは、当社または当社の生命保険代理店が申込書を受領した日をいいます。
　■契約日　●月払の場合：責任開始日の属する月の翌月1日　●年払、半年払の場合：責任開始日

以降
毎月27日振替

2か月分
振替えられます

＊申込書類到着期間とは、当社に申込書類が到着した日になります。
●保険料振替日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日の振替えとなります。
●締切間際でのご投函の場合は、申込書類の到着が締切日を過ぎることがあります。その場合第1回保険料振替日が遅れますのでご注意ください。
●申込書類に不備などがある場合や第1回保険料が未入金の場合にはスケジュールが異なることがあります。また、第1回保険料と同時に第2回保険料をまとめて請求する場合があります。
●保険証券は契約成立後にお送りいたします。

10日

不慮の事故により約款所定の身体障害の状態になられた場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。
重い障害状態になられたら、以後、保険料はいただきません！

約款所定の要介護状態となられたとき、指定保険金額（死亡保険金額の範囲内で、同一被保険者につき通算して最高3,000万
円）から、会社所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差し引いた金額をお支払いします。
※保険料払込期間が短期払の場合「介護前払特約」が付加されています。終身払の場合は、付加することはできません。

重い介護状態になられたら、前払いで保険金をお支払いします。

余命6か月以内と判断されたとき、死亡保険金額の全部または一部に相当する金額を生存中にお支払いします。
※この商品には「リビング・ニーズ特約」が付加されています。

余命6か月以内と判断されたとき、生存中でも保険金をお支払いします。

保険料の負担を抑えた 一生涯保障の死亡保険！
解約払戻金による貯蓄機能 もあります。

解約払戻金があるため、一生涯の死亡保障に加え、長期的な貯蓄機能も
備えています。

死亡保障が不要になった場合には、保険契約を解約して、解約払戻金
を活用することもできます。

解約払戻金をご活用いただけます。

▼左記ご契約例の場合 （30歳男性  保険金額：500万円  保険料払込期間：60歳払済  月払）

※上記金額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。
（＊時の解約払戻金額は、低解約払戻期間経過直後の金額を表示しています）。
※払戻率（％）=解約払戻金÷払込保険料累計×100
※解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
※低解約払戻期間中に解約された場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています。

※解約された場合、以後の保障はなくなります。

セカンドライフの資金としても
ご活用いただけます！

経過年数 年齢

35歳

40歳

50歳

60歳

70歳

80歳

払込保険料累計

554,400円

1,108,800円

2,217,600円

3,326,400円

3,326,400円

3,326,400円

3,326,400円

解約払戻金

363,900円

799,500円

1,694,200円

2,697,200円

3,856,300円

4,222,850円

4,547,450円

払戻率

65.6％

72.1%

76.3%

81.0%

115.9%

126.9%

136.7%

POINT3

低
解
約
払
戻
期
間

5年

10年

20年

30年

　

40年

50年
ご契約後短期間で解約された場合の解約払戻金は、まったくないか、あっても
ごくわずかです。長期間ご契約が継続するほど解約払戻金が増加します。

低解約払戻期間経過直後＊

一
生
涯
保
障

一
生
涯
保
障

解
約
払
戻
金

ご契約例 ●30歳男性　●保険期間：終身　●保険料払込期間：60歳払済　●低解約払戻期間：60歳

解約払戻金

60歳（払込満了）30歳（契約時）

500万円

※解約払戻金の額は、
年単位の契約応当日前日の金額を
表示しています。
※解約払戻金の額は、
契約年齢、保険料払込期間、
経過年数などによって異なります。

保険料払込期間（低解約
払戻期間）中の解約払戻金
を抑制することにより、
保険料を抑えました。

死亡保障が
一生涯続きます。

POINT1

保険料の負担を抑えた 一生涯保障の死亡保険！
解約払戻金による貯蓄機能 もあります。

保険金額：500万円 月払保険料：9,240円（口座振替扱）

保険料払込期間（低解約払戻期間）

払込保険料累計額
3,326,400円

払込保険料累計額

低解約払戻期間経過直後
の解約払戻金

約385万円
払戻率

約115.9％

死
亡
・
高
度
障
害
保
険
金
額

POINT2

ライフステージに合わせて設計いただけます。
保険金額や保険料払込期間をニーズに合わせてお選びいただけます。

選べる保険料払込期間 短期払、終身払＊からお選びいただけます。

＊終身払の場合は、一生涯にわたって低解約払戻期間が続きます。
※契約年齢により「短期払」をお選びいただけない場合があります。

選べる保険金額 200万円から5,000万円まで100万円単位で設定できます。

短期払
50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳払済
10年・15年・20年払済 終身払

2016年5月作成

貯蓄機能も備えた一生涯保障の死亡保険です。

307B04

無配当 終身保険（低解約払戻金型）

2 1



不慮の事故により約款所定の身体障害の状態になられた場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。
重い障害状態になられたら、以後、保険料はいただきません！

約款所定の要介護状態となられたとき、指定保険金額（死亡保険金額の範囲内で、同一被保険者につき通算して最高3,000万
円）から、会社所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差し引いた金額をお支払いします。
※保険料払込期間が短期払の場合「介護前払特約」が付加されています。終身払の場合は、付加することはできません。

重い介護状態になられたら、前払いで保険金をお支払いします。

ご契約例 ●30歳男性　●保険期間：終身　●保険料払込期間：60歳払済　●低解約払戻期間：60歳

解約払戻金

60歳（払込満了）30歳（契約時）

500万円

※解約払戻金の額は、
年単位の契約応当日前日の金額を
表示しています。
※解約払戻金の額は、
契約年齢、保険料払込期間、
経過年数などによって異なります。

余命6か月以内と判断されたとき、死亡保険金額の全部または一部に相当する金額を生存中にお支払いします。
※この商品には「リビング・ニーズ特約」が付加されています。

余命6か月以内と判断されたとき、生存中でも保険金をお支払いします。

保険料払込期間（低解約
払戻期間）中の解約払戻金
を抑制することにより、
保険料を抑えました。

死亡保障が
一生涯続きます。

POINT1

保険料の負担を抑えた 一生涯保障の死亡保険！
解約払戻金による貯蓄機能 もあります。

解約払戻金があるため、一生涯の死亡保障に加え、長期的な貯蓄機能も
備えています。

死亡保障が不要になった場合には、保険契約を解約して、解約払戻金
を活用することもできます。

解約払戻金をご活用いただけます。

▼左記ご契約例の場合 （30歳男性  保険金額：500万円  保険料払込期間：60歳払済  月払）

※上記金額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。
（＊時の解約払戻金額は、低解約払戻期間経過直後の金額を表示しています）。
※払戻率（％）=解約払戻金÷払込保険料累計×100
※解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
※低解約払戻期間中に解約された場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています。

※解約された場合、以後の保障はなくなります。

セカンドライフの資金としても
ご活用いただけます！

経過年数 年齢

35歳

40歳

50歳

60歳

70歳

80歳

払込保険料累計

554,400円

1,108,800円

2,217,600円

3,326,400円

3,326,400円

3,326,400円

3,326,400円

解約払戻金

363,900円

799,500円

1,694,200円

2,697,200円

3,856,300円

4,222,850円

4,547,450円

払戻率

65.6％

72.1%

76.3%

81.0%

115.9%

126.9%

136.7%

POINT3
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間

5年

10年

20年

30年

　

40年

50年

保険金額：500万円 月払保険料：9,240円（口座振替扱）

保険料払込期間（低解約払戻期間）

ご契約後短期間で解約された場合の解約払戻金は、まったくないか、あっても
ごくわずかです。長期間ご契約が継続するほど解約払戻金が増加します。

低解約払戻期間経過直後＊

一
生
涯
保
障

一
生
涯
保
障

払込保険料累計額
3,326,400円

払込保険料累計額

解
約
払
戻
金低解約払戻期間経過直後

の解約払戻金

約385万円
払戻率

約115.9％

死
亡
・
高
度
障
害
保
険
金
額

POINT2

ライフステージに合わせて設計いただけます。
保険金額や保険料払込期間をニーズに合わせてお選びいただけます。

選べる保険料払込期間 短期払、終身払＊からお選びいただけます。

＊終身払の場合は、一生涯にわたって低解約払戻期間が続きます。
※契約年齢により「短期払」をお選びいただけない場合があります。

選べる保険金額 200万円から5,000万円まで100万円単位で設定できます。

短期払
50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳払済
10年・15年・20年払済 終身払

1

不慮の事故により約款所定の身体障害の状態になられた場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。
重い障害状態になられたら、以後、保険料はいただきません！

約款所定の要介護状態となられたとき、指定保険金額（死亡保険金額の範囲内で、同一被保険者につき通算して最高3,000万
円）から、会社所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差し引いた金額をお支払いします。
※保険料払込期間が短期払の場合「介護前払特約」が付加されています。終身払の場合は、付加することはできません。

重い介護状態になられたら、前払いで保険金をお支払いします。

ご契約例 ●30歳男性　●保険期間：終身　●保険料払込期間：60歳払済　●低解約払戻期間：60歳

解約払戻金

60歳（払込満了）30歳（契約時）

500万円

※解約払戻金の額は、
年単位の契約応当日前日の金額を
表示しています。
※解約払戻金の額は、
契約年齢、保険料払込期間、
経過年数などによって異なります。

余命6か月以内と判断されたとき、死亡保険金額の全部または一部に相当する金額を生存中にお支払いします。
※この商品には「リビング・ニーズ特約」が付加されています。

余命6か月以内と判断されたとき、生存中でも保険金をお支払いします。

保険料払込期間（低解約
払戻期間）中の解約払戻金
を抑制することにより、
保険料を抑えました。

死亡保障が
一生涯続きます。

POINT1

保険料の負担を抑えた 一生涯保障の死亡保険！
解約払戻金による貯蓄機能 もあります。

解約払戻金があるため、一生涯の死亡保障に加え、長期的な貯蓄機能も
備えています。

死亡保障が不要になった場合には、保険契約を解約して、解約払戻金
を活用することもできます。

解約払戻金をご活用いただけます。

▼左記ご契約例の場合 （30歳男性  保険金額：500万円  保険料払込期間：60歳払済  月払）

※上記金額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。
（＊時の解約払戻金額は、低解約払戻期間経過直後の金額を表示しています）。
※払戻率（％）=解約払戻金÷払込保険料累計×100
※解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
※低解約払戻期間中に解約された場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています。

※解約された場合、以後の保障はなくなります。

セカンドライフの資金としても
ご活用いただけます！

経過年数 年齢

35歳

40歳

50歳

60歳

70歳

80歳

払込保険料累計

554,400円

1,108,800円

2,217,600円

3,326,400円

3,326,400円

3,326,400円

3,326,400円

解約払戻金

363,900円

799,500円

1,694,200円

2,697,200円

3,856,300円

4,222,850円

4,547,450円

払戻率

65.6％

72.1%

76.3%

81.0%

115.9%

126.9%

136.7%
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40年

50年

保険金額：500万円 月払保険料：9,240円（口座振替扱）

保険料払込期間（低解約払戻期間）

ご契約後短期間で解約された場合の解約払戻金は、まったくないか、あっても
ごくわずかです。長期間ご契約が継続するほど解約払戻金が増加します。

低解約払戻期間経過直後＊

一
生
涯
保
障

一
生
涯
保
障

払込保険料累計額
3,326,400円

払込保険料累計額

解
約
払
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金低解約払戻期間経過直後

の解約払戻金

約385万円
払戻率

約115.9％
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POINT2

ライフステージに合わせて設計いただけます。
保険金額や保険料払込期間をニーズに合わせてお選びいただけます。

選べる保険料払込期間 短期払、終身払＊からお選びいただけます。

＊終身払の場合は、一生涯にわたって低解約払戻期間が続きます。
※契約年齢により「短期払」をお選びいただけない場合があります。

選べる保険金額 200万円から5,000万円まで100万円単位で設定できます。

短期払
50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳払済
10年・15年・20年払済 終身払

2





高校・大学の入学金、学費、年金受給までの生活費など・・・
・「まとまった資金が必要になりそうなとき」までに保険料の払込みが終了するように、
お子さまの年齢にあわせて保険料払込期間を選択しましょう。
・「定年」までに保険料の払込みが終了するように保険料払込期間を選択しましょう。

＜保険料払込期間・低解約払戻期間について＞

～ご契約プラン選択のポイント～

長期的な貯蓄機能を重視する方へ

短期払

保障

保険料

解約
払戻金

保障は一生涯続きます。

抑制されません。

払込終了後は、
0円！

▲60歳保険料払込期間
（=低解約払戻期間）

［例］保険料払込期間 : 60歳払済
（低解約払戻期間 : 60歳）の場合

70％に抑制されます。

保険料払込みは60歳まで。

終身払

保障

保険料

解約
払戻金

保障は一生涯続きます。

保険期間を通じて70％に抑制されます。

保険料払込みは一生涯続きます。

保険料払込期間は、「短期払」と「終身払」からお選びいただけます。低解約払戻期間は、保険料払込期間と同一です。
●「短期払」の場合、保険料の払込み、低解約払戻期間ともに一定年齢で終了します。＊

解約払戻金は、保険料払込期間中は抑制されますが、保険料払込期間経過後かつすべての保険料の払込みが済んでいる場合は
抑制されません。
＊例えば60歳払済（低解約払戻期間:60歳）の場合、保険料の払込み、低解約払戻期間ともに満60歳になって初めて到来する年単
位の契約応当日の前日までとなります。年単位の契約応当日とは、保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことです。

●「終身払」の場合、保険料の払込み、低解約払戻期間ともに一生涯続きます。
解約払戻金は、保険期間を通じて当社の「無配当 終身保険」（対面販売で取扱い）の70%に抑制されます。

お子さまの教育費や
セカンドライフの資金準備に

一生涯の死亡保障を重視する方へ

葬儀費用を準備しておきたい
葬儀費用、お墓代など・・・
1回あたりの保険料負担を抑えたい方には「終身払」がおすすめです。

ライフステージにあわせて、ご希望の保険金額と保険料払込期間をお選びください。

終身払

10年
払済

15年
払済 など

60歳
払済

ご契約例

「短期払」のご契約は、「介護前払特約」が付加されています。
以下の要件を満たした場合で、約款所定の要介護状態に該当した場合に、保険金をお受取りになれます。
■主契約の保険料払込期間経過後であること
■被保険者の年齢が満65歳以上であること
■公的介護保険制度にもとづく要介護状態区分のうち、「要介護4」または「要介護5」の状態にあること

●30歳男性　●保険期間：終身　●保険料払込期間：60歳払済　●保険金額：500万円

▼お支払額の例 （死亡保険金の全額［500万円分］を請求された場合＊1）

35年
50年

65歳
80歳

500万円 約404万円
約454万円500万円

約451万円
約474万円

経過年数 年 齢 指定保険金額 お支払額＊2 指定保険金額に対応する解約払戻金額＊2
ご参考

＊1 死亡保険金の全額を指定された場合、保険契約およびすべての特約は、介護前払保険金の請求日にさかのぼって消滅します。
＊2上記金額は年単位の契約応当日前日に請求があったものとして、その金額を表示しています。また、お支払額は2016年5月1日時点
の計算によるものです。実際には請求日における計算となるため、金額が変動することがあります。

■ご提出いただく書類について

＊心電図に限り、未受診の場合でも取扱いできる場合があります。（ただし、保険金額を一部制限させていただくことがあります。）

下記の申込区分表の　  ．　 ．　 ．　 のうち、あてはまる区分の必要書類をご確認ください。意向把握書・意向確認書・申込書・告知書・
クレジットカード払申込書または預金口座振替依頼書（自動払込利用申込書）にご記入・押印のうえ、返信用封筒にて郵送してくださ
い。また、健康診断結果通知書類が必要な方は忘れずに同封してください。

お申込みの保険金額・契約年齢によってご提出いただく書類が異なります。

【申込区分表】 お申込み区分をご確認ください。

A B C D

設備の整った医療施設にて多項目の検査を集中的に行う総合検診の結果成績表です。

検診内容
（必須項目）

身長・体重・血圧・尿糖・尿蛋白

40歳以上の方は
次の項目も必須です。

肝機能（GOT、GPT、γ-GTP）・血中脂質（中性脂肪、HDLコレステロール、
総コレステロールまたはLDLコレステロール）・血糖［ヘモグロビンA1cまたは
空腹時血糖（FBS）］・心電図＊

●告知内容によっては、以前うけた健康診断結果通
知書などの資料をご提出いただくことがあります。

●すでにオリックス生命にご契約いただいている場合や同時に複数お申込みの場合、保険金額を通算しますので下記とはお取扱いが異なります。
詳しくはフリーダイヤルまでお問い合わせください。

クレジットカード払申込書
または

預金口座振替依頼書
（自動払込利用申込書）

健康診断結果通知書類

健康診断結果通知書類

ご契約内容の面談確認

A B C D

3,100万円～5,000万円

D

71歳～75歳

200万円～500万円契約年齢/保険金額 600万円～1,000万円 1,100万円～1,200万円 1,300万円～1,500万円 1,600万円～2,000万円 2,100万円～3,000万円

15歳
16歳～21歳
22歳～39歳
40歳～60歳
61歳～65歳
66歳～70歳

A B

C

C
お取扱いしておりません。

健康診断結果通知書類について
1 2健康診断結果通知書または 人間ドック成績表のどちらか一つをご提出ください。

生命保険の加入のために新たに受診されたものはご利用になれません。

1 健康診断結果通知書
「老人保健法に定められた地方自治体が主催する成人病予防などの健康診断」あるいは「労働安全衛生法などに定められた、企業、
団体、組合などが所属職員などに対して実施する定期健康診断」の結果を示したものです。

2 人間ドック成績表

○告知日以前の14か月以内に受診した検査結果（下記の必須項目を含む）の原本またはコピーの全ページ分をご提出ください。
　なお、原本をご提出いただいた場合には審査結果とともにご返却いたします。※コピーの全ページ分をご提出いただいた場合は返却いたしません。
○被保険者が健康管理のため継続的に受診されたものを対象としますので、検査の受診日と告知日が近い場合には、継続性の確認のた
め前回分をご提出いただくことがあります。
○検査結果が「要再検査」・「要精密検査」の場合は、再検査結果表をあわせてご提出ください。

オリックス生命の通算保険金額が3,000万円を超えるお申込みの場合、契約が成立する前にオリックス生命の社員またはオリックス生命で
委託した者が、お申込み内容や告知内容の確認にお伺いします。

ご契約内容の面談確認について

※告知日以前の14か月以内に受診した検査結果の
　提出が必要となります。

※告知日以前の14か月以内に受診した検査結果の
　提出が必要となります。

クレジットカード払申込書
または

預金口座振替依頼書
（自動払込利用申込書）

クレジットカード払申込書
または

預金口座振替依頼書
（自動払込利用申込書）

　をお申込みの場合は過去2年以内に健康診断＊
または人間ドックを受診していることが必要となります。
＊健康診断とは、健康維持および病気の早期発見のための診察・検査
をいいます（自主的にうけた脳ドック・がん検診を含みます）。

B

意向把握書
意向確認書

申込書　告知書

意向把握書
意向確認書

申込書　告知書

意向把握書
意向確認書

申込書　告知書

※上記保険料表の「－」についてはお取扱いしていません。　※上記以外の保険料についてはお問い合わせください。
＊口座振替の場合・・・・・・・・・・・・・・・1回あたりに払込みいただく保険料は、2,500円以上とさせていただきます。ただし、複数契約により同一口座からの保険料の払込み が毎回合計2,500円以上となる場合はこの限りではありません。
クレジットカード払の場合・・・・・・保険契約1件あたりの保険料が月払は5万円以下、半年払・年払は10万円以下のご契約に限ります。

月払保険料表
（口座振替扱）

2016年5月1日現在　（単位：円）

＊1 契約年齢は契約日時点の満年齢でご覧ください（契約日について は「お申込みスケジュール」をご覧ください）。　■15歳～19歳の方もご加入いただけます。保険料の払込みは、月払のほかに年払・半年払もお選びいただけます。
■掲載されていないご契約プラン（年齢や保険料払込方法など）の保 険料は、フリーダイヤルまでお問い合わせください。

保険金額 500万円
終身払60歳払済

保険金額 300万円
終身払

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

9,414
9,514
9,612
9,712
9,814
9,918
10,026
10,134
10,242
10,354
10,468
10,584
10,702
10,822
10,944
11,068
11,194
11,322
11,454
11,586
11,722
11,862
12,002
12,146
12,290
12,440
12,592
12,746
12,904
13,066
13,228
13,394
13,564
13,734
13,910
14,092
14,274
14,466
14,666
14,982
15,314
15,666
16,036
16,430
16,846
17,284
17,750
18,240
18,760
19,314
19,906
──  
──  
──  
──  
──  

10年払済 15年払済

保険金額 200万円契約
年齢
（歳）

3,933
4,059
4,191
4,329
4,479
4,635
4,806
4,986
5,178
5,382
5,604
5,838
6,093
6,366
6,663
6,984
7,332
7,713
8,127
8,580
9,084
9,651
10,281
10,986
11,781
12,681
13,707
14,892
16,275
17,907
19,842
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

1,946
1,990
2,034
2,080
2,128
2,178
2,232
2,288
2,346
2,408
2,470
2,538
2,606
2,680
2,756
2,836
2,920
3,008
3,100
3,198
3,298
3,404
3,516
3,634
3,758
3,886
4,024
4,168
4,318
4,478
4,646
4,822
5,010
5,206
5,416
5,638
5,872
6,122
6,388
6,722
7,078
7,464
7,878
8,328
8,810
9,332
9,896
10,502
11,158
11,866
12,636
13,470
14,382
15,382
16,478
17,676

終身払
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

60歳払済
6,455
6,670
6,885
7,115
7,370
7,630
7,910
8,210
8,530
8,870
9,240
9,635
10,055
10,510
11,005
11,540
12,120
12,755
13,445
14,205
15,040
15,985
17,035
18,215
19,535
21,035
22,750
24,725
27,030
29,745
32,975
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

2,919
2,985
3,051
3,120
3,192
3,267
3,348
3,432
3,519
3,612
3,705
3,807
3,909
4,020
4,134
4,254
4,380
4,512
4,650
4,797
4,947
5,106
5,274
5,451
5,637
5,829
6,036
6,252
6,477
6,717
6,969
7,233
7,515
7,809
8,124
8,457
8,808
9,183
9,582
10,083
10,617
11,196
11,817
12,492
13,215
13,998
14,844
15,753
16,737
17,799
18,954
20,205
21,573
23,073
24,717
26,514

男　性

4,765
4,875
4,985
5,100
5,220
5,350
5,480
5,620
5,765
5,920
6,075
6,245
6,415
6,600
6,790
6,995
7,200
7,420
7,655
7,895
8,145
8,410
8,695
8,990
9,300
9,620
9,965
10,325
10,695
11,095
11,515
11,960
12,425
12,920
13,440
13,995
14,585
15,210
15,875
16,705
17,595
18,560
19,595
20,720
21,925
23,230
24,640
26,155
27,795
29,565
31,490
33,580
35,860
38,355
41,095
44,095

保険料の
調べ方 1 保険料払込期間を選ぶ2 3 契約年齢＊1を確認し保険料を調べる保険金額を選ぶ

（200万円／300万円／500万円）

2,622
2,706
2,794
2,886
2,986
3,090
3,204
3,324
3,452
3,588
3,736
3,892
4,062
4,244
4,442
4,656
4,888
5,142
5,418
5,720
6,056
6,434
6,854
7,324
7,854
8,454
9,138
9,928
10,850
11,938
13,228
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

60歳払済
6,334
6,398
6,466
6,532
6,602
6,672
6,744
6,816
6,894
6,968
7,046
7,126
7,208
7,290
7,376
7,462
7,552
7,642
7,736
7,830
7,930
8,028
8,130
8,236
8,342
8,454
8,568
8,682
8,802
8,924
9,050
9,178
9,312
9,450
9,592
9,744
9,902
10,066
10,244
10,506
10,788
11,088
11,410
11,756
12,130
12,530
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

15年払済
9,501
9,597
9,699
9,798
9,903
10,008
10,116
10,224
10,341
10,452
10,569
10,689
10,812
10,935
11,064
11,193
11,328
11,463
11,604
11,745
11,895
12,042
12,195
12,354
12,513
12,681
12,852
13,023
13,203
13,386
13,575
13,767
13,968
14,175
14,388
14,616
14,853
15,099
15,366
15,759
16,182
16,632
17,115
17,634
18,195
18,795
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

14,121
14,271
14,418
14,568
14,721
14,877
15,039
15,201
15,363
15,531
15,702
15,876
16,053
16,233
16,416
16,602
16,791
16,983
17,181
17,379
17,583
17,793
18,003
18,219
18,435
18,660
18,888
19,119
19,356
19,599
19,842
20,091
20,346
20,601
20,865
21,138
21,411
21,699
21,999
22,473
22,971
23,499
24,054
24,645
25,269
25,926
26,625
27,360
28,140
28,971
29,859
──  
──  
──  
──  
──  

10年払済 15年払済
15,735
15,900
16,065
16,235
16,405
16,580
16,760
16,940
17,135
17,320
17,520
17,715
17,920
18,130
18,340
18,555
18,780
19,005
19,240
19,480
19,725
19,970
20,225
20,495
20,760
21,035
21,320
21,605
21,905
22,210
22,525
22,845
23,180
23,525
23,880
24,260
24,655
25,070
25,510
26,165
26,870
27,620
28,425
29,295
30,225
31,225
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

23,440
23,685
23,930
24,180
24,440
24,700
24,965
25,235
25,505
25,785
26,075
26,365
26,655
26,955
27,260
27,570
27,885
28,205
28,535
28,865
29,205
29,555
29,905
30,265
30,630
31,005
31,380
31,765
32,160
32,565
32,975
33,385
33,810
34,240
34,675
35,130
35,590
36,065
36,570
37,355
38,190
39,065
39,990
40,975
42,015
43,115
44,275
45,500
46,800
48,185
49,670
──  
──  
──  
──  
──  

10年払済

保険金額 500万円
終身払60歳払済

保険金額 300万円
終身払

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

8,720
8,814
8,908
9,004
9,104
9,202
9,302
9,404
9,510
9,614
9,720
9,826
9,936
10,048
10,160
10,274
10,388
10,504
10,622
10,742
10,864
10,988
11,114
11,240
11,370
11,500
11,634
11,768
11,904
12,042
12,180
12,318
12,458
12,600
12,744
12,888
13,038
13,192
13,350
13,614
13,886
14,168
14,460
14,762
15,076
15,404
15,746
16,104
16,482
16,882
17,308
──  
──  
──  
──  
──  

10年払済 15年払済

保険金額 200万円契約
年齢
（歳） 終身払 60歳払済

女　性

60歳払済
5,860
5,924
5,986
6,052
6,118
6,186
6,252
6,322
6,392
6,464
6,536
6,610
6,684
6,760
6,836
6,914
6,994
7,074
7,156
7,238
7,322
7,410
7,498
7,586
7,678
7,768
7,860
7,954
8,052
8,148
8,244
8,342
8,444
8,546
8,652
8,760
8,872
8,990
9,112
9,306
9,510
9,724
9,948
10,186
10,438
10,704
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

15年払済
8,790
8,886
8,979
9,078
9,177
9,279
9,378
9,483
9,588
9,696
9,804
9,915
10,026
10,140
10,254
10,371
10,491
10,611
10,734
10,857
10,983
11,115
11,247
11,379
11,517
11,652
11,790
11,931
12,078
12,222
12,366
12,513
12,666
12,819
12,978
13,140
13,308
13,485
13,668
13,959
14,265
14,586
14,922
15,279
15,657
16,056
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

13,080
13,221
13,362
13,506
13,656
13,803
13,953
14,106
14,265
14,421
14,580
14,739
14,904
15,072
15,240
15,411
15,582
15,756
15,933
16,113
16,296
16,482
16,671
16,860
17,055
17,250
17,451
17,652
17,856
18,063
18,270
18,477
18,687
18,900
19,116
19,332
19,557
19,788
20,025
20,421
20,829
21,252
21,690
22,143
22,614
23,106
23,619
24,156
24,723
25,323
25,962
──  
──  
──  
──  
──  

10年払済 15年払済
14,555
14,710
14,870
15,030
15,200
15,365
15,535
15,705
15,885
16,060
16,245
16,425
16,610
16,800
16,990
17,190
17,385
17,585
17,790
17,995
18,210
18,425
18,645
18,870
19,095
19,320
19,550
19,790
20,030
20,270
20,515
20,760
21,010
21,265
21,530
21,805
22,085
22,375
22,680
23,165
23,675
24,210
24,775
25,370
25,995
26,660
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

21,700
21,935
22,170
22,415
22,660
22,905
23,155
23,415
23,675
23,935
24,200
24,465
24,745
25,020
25,300
25,585
25,870
26,160
26,455
26,760
27,065
27,375
27,690
28,005
28,330
28,655
28,990
29,325
29,665
30,010
30,355
30,700
31,045
31,400
31,760
32,120
32,495
32,880
33,280
33,940
34,620
35,320
36,050
36,805
37,595
38,410
39,265
40,165
41,105
42,110
43,175
──  
──  
──  
──  
──  

10年払済
2,408
2,484
2,566
2,654
2,744
2,842
2,948
3,058
3,176
3,302
3,438
3,582
3,738
3,904
4,086
4,280
4,496
4,726
4,980
5,258
5,564
5,910
6,296
6,730
7,216
7,768
8,400
9,128
9,980
10,986
12,180
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

＊
＊

1,670
1,704
1,740
1,776
1,816
1,856
1,900
1,942
1,988
2,034
2,082
2,134
2,184
2,240
2,298
2,358
2,420
2,484
2,552
2,622
2,694
2,772
2,852
2,938
3,024
3,116
3,214
3,314
3,420
3,530
3,646
3,768
3,896
4,032
4,176
4,328
4,488
4,660
4,842
5,072
5,320
5,586
5,870
6,178
6,506
6,864
7,246
7,660
8,108
8,598
9,128
9,708
10,342
11,034
11,792
12,626

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

3,612
3,726
3,849
3,981
4,116
4,263
4,422
4,587
4,764
4,953
5,157
5,373
5,607
5,856
6,129
6,420
6,744
7,089
7,470
7,887
8,346
8,865
9,444
10,095
10,824
11,652
12,600
13,692
14,970
16,479
18,270
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

2,505
2,556
2,610
2,664
2,724
2,784
2,850
2,913
2,982
3,051
3,123
3,201
3,276
3,360
3,447
3,537
3,630
3,726
3,828
3,933
4,041
4,158
4,278
4,407
4,536
4,674
4,821
4,971
5,130
5,295
5,469
5,652
5,844
6,048
6,264
6,492
6,732
6,990
7,263
7,608
7,980
8,379
8,805
9,267
9,759
10,296
10,869
11,490
12,162
12,897
13,692
14,562
15,513
16,551
17,688
18,939

5,920
6,110
6,320
6,535
6,760
7,010
7,270
7,545
7,840
8,155
8,495
8,855
9,245
9,665
10,115
10,605
11,140
11,715
12,350
13,045
13,810
14,675
15,640
16,725
17,940
19,320
20,900
22,725
24,850
27,370
30,355
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  
──  

4,080
4,160
4,250
4,345
4,440
4,540
4,650
4,760
4,870
4,985
5,105
5,235
5,365
5,500
5,645
5,795
5,950
6,110
6,280
6,455
6,640
6,830
7,035
7,245
7,460
7,695
7,935
8,185
8,450
8,725
9,020
9,325
9,645
9,985
10,345
10,720
11,120
11,550
12,005
12,585
13,205
13,870
14,580
15,345
16,170
17,060
18,015
19,050
20,175
21,395
22,725
24,170
25,760
27,485
29,385
31,465

3 4 5 6



募集代理店名、連絡先等は同封の「送付状」をご覧ください。

■お申込みにあたって
■取扱いの内容

200万円～5,000万円（契約年齢、既契約などにより異なります。）保険金額にはお引受け限度がありま
す。すでにオリックス生命にご契約いただいている場合や同時に複数お申込みの場合など、当商品のお
申込みができないことがありますのでフリーダイヤルまでお問い合わせください。
月払・半年払・年払
ご契約者と被保険者は必ず同一の方とさせていただきます。
・低解約払戻期間中に解約した場合の解約払戻金は、抑制されています（低解約払戻期間は保険料払
込期間と同一です）。
・低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、低解約払戻期間内のすべての保険料の払込みがない
ときは、解約払戻金は抑制されます。

「ご契約のしおり／約款」は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものです。●クーリング・オフ　●告知義務について　●保険金・給付金等をお支払いできない場合　●解約に関するご注意　●契約内容の
変更 など、保険契約者に必要な保険の知識についてもご説明しています。保険証券とともにお送りしますので、必ずご一読のうえ大切に保管してください。（「ご契約のしおり／約款」はお申し付けいただければ事前にお送りします。）

●「ご契約のしおり／約款」について

●お申込みの際には「特に重要な事項のお知らせ／商品概要のご説明／ご契約のしおり抜粋」を必ずご覧ください。
「特に重要な事項のお知らせ」は、ご契約に際しての告知義務や告知義務違反による不利益、保険金・給付金等が支払われない場合など、特にご注意、ご確認いただきたい事項（注意喚起情報）を記載して
います。また、「商品概要のご説明」は保険商品の内容に関する重要事項から、「ご契約のしおり抜粋」は「ご契約のしおり／約款」から、それぞれ特にご確認いただきたい重要事項を記載したものです。

オリックス生命ウェブサイトにて、保険金・給付金等のご請求やお受取りに関することがらを
わかりやすくご案内しておりますので、ご確認ください。

お問合せは
お気軽に

携帯・スマホ
からも受付

受付時間 月曜～金曜 9：00ー21：00

■募集代理店 ■引受保険会社

〒107-0052　東京都港区赤坂2-3-5 赤坂スターゲートプラザ
0120-208-667

●保 険 金 額

●保険料払込方法
●契 約 形 態
●解約払戻金
について

●この保険に配当金、満期保険金はありません。
●解約払戻金の所定の範囲内で契約者貸付をご利用いただけます。
●あらかじめお申し出があった場合には、解約払戻金の所定の範囲内で保険料の自動振替貸付をご利用いただけます。

（　　　　  ）0120-208-667 土曜は18：00まで、
日曜・祝日・年末年始休み

●病気やケガなどで治療中の方、過去に手術や大病で入院され
た方はお引受けできない場合があります。
●職業や収入状況によっては、お引受けできない場合や保険金
額を制限させていただく場合があります。

【主な例】運輸業、建設作業、職業スポーツ、坑内・採石・石切作業、
潜水・港湾作業等に従事、無職（失業中の方も含む）

ご注意
！

ORIX2016-F-003

■ご提出いただきました意向把握書・意向確認書・申込書・告知書・クレジットカード払申込書・預金口座振替依頼書・自動
払込利用申込書、健康診断結果通知書類等の写しは返却いたしませんので、ご了承ください。

保険期間 保険料払込期間 契約可能年齢
10年払済
15年払済
20年払済
50歳払済
55歳払済
60歳払済
65歳払済
70歳払済
75歳払済
80歳払済
終身払

終身

15歳～70歳
15歳～65歳
15歳～60歳
15歳～40歳
15歳～45歳
15歳～50歳
15歳～55歳
15歳～60歳
15歳～65歳
15歳～70歳
15歳～75歳

万一の場合の死亡保障

この商品が満たす主なご意向は下表のとおりです。
お客さまのご意向が異なる場合や、ご不明な点がある場合は、募集代理店までご連絡ください。

病気やケガに備える保障
（医療保障） がんに備える保障 貯蓄

(老後生活資金・教育資金の準備等）

＊短期払の場合　※主契約が満たす主なご意向に「◎」、特約付加時に満たす主なご意向に「○」を表示しています。
◎ ̶ ̶ ◎＊

■お申込みスケジュール

保障開始（責任開始）

6月

契約日・計算基準日

7月

第1回
保険料振替日の
通知を郵送

8月 9月
（例）申込日・告知日：6月6日、申込書類の受領日：6月10日／月払／第1回保険料より口座振替をご利用の場合

6月 7月 8月 9月
（例）申込日・告知日：6月6日、申込書類の受領日：6月10日／月払／第1回保険料より口座振替をご利用の場合

（例）申込日・告知日：6月21日、申込書類の受領日：6月25日／月払／第1回保険料より口座振替をご利用の場合

第1回・第2回
保険料振替日の
通知を郵送

第1回・第2回
保険料振替日

第1回
保険料振替日の
通知を郵送

第1回
保険料振替日

第2回
保険料振替日

第2回
保険料振替日

以降
毎月27日振替

以降
毎月27日振替

第1回
保険料振替日

27日 27日 27日

27日 27日27日

27日27日25日
申込書類
の受領日

〈口座振替のスケジュールについて〉

契約日・計算基準日
（この時点の被保険者の満年齢で

保険料が決まります。）
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銀行口座振替
（ゆうちょ銀行・
農協を含む）

1日

インターネット
銀行等、

一部金融機関

契約日・計算基準日
（この時点の被保険者の満年齢で

保険料が決まります。）

契約日・計算基準日
（この時点の被保険者の満年齢で

保険料が決まります。）

1日

1日

クレジットカード
決済（クレジットカード決

済日が10日の場合）
クレジットカード
会社から

ご利用明細書の送付
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ト
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ド
の

有
効
性
等
の
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契約日・計算基準日
クレジットカード決済 以降毎月10日

クレジットカード決済（この時点の被保険者の満年齢で
保険料が決まります。）

1日 10日 10日

〈クレジットカード払のスケジュールについて〉

●クレジットカードの名義人は保険契約者ご本人に限ります。
●保険契約1件あたりの保険料が月払は5万円以下、半年払・年払は10万円以下のご契約に限ります。
●クレジットカード払とは、クレジットカード会社が保険料相当額をオリックス生命に入金した後、お客さまの利用口座から保険料相当額の振替えを行う仕組みです。したがって、クレジットカード会社がオリック
ス生命に入金した後に解約手続きをされた場合には、解約後にクレジットカード決済口座から保険料相当額が振り替えられます。
●クレジットカードの決済日やスケジュール等は、クレジットカード会社の規約に基づきます。
●クレジットカード会社の締日やその他事務上の都合により、クレジットカード会社から2か月分の保険料をまとめて請求される場合があります。
●デビット機能付クレジットカードをご利用の場合は、お申込みの時点でクレジットカードの有効性等の確認と同時に、決済が行われます（契約の成立・不成立を問いません）。なお、ご契約が不成立になった場
合や二重で引き落とされた場合の返金時期はカード会社により異なり、返金に数か月を要することがあります。

●保険証券は契約成立後にお送りいたします。

6月 7月 8月 9月
（例）申込日・告知日：6月6日、申込書類の受領日：6月10日／月払／クレジットカード決済日が10日の場合（※決済日はカード会社により異なります）

保障開始（責任開始）
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10日

申込書類
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申込書類
の受領日
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〜
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日
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＊

■保障の開始（責任開始日）は、告知日または申込書の受領日＊のいずれか遅い日からとなります。 ＊申込書の受領日とは、当社または当社の生命保険代理店が申込書を受領した日をいいます。
　■契約日　●月払の場合：責任開始日の属する月の翌月1日　●年払、半年払の場合：責任開始日

以降
毎月27日振替

2か月分
振替えられます

＊申込書類到着期間とは、当社に申込書類が到着した日になります。
●保険料振替日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日の振替えとなります。
●締切間際でのご投函の場合は、申込書類の到着が締切日を過ぎることがあります。その場合第1回保険料振替日が遅れますのでご注意ください。
●申込書類に不備などがある場合や第1回保険料が未入金の場合にはスケジュールが異なることがあります。また、第1回保険料と同時に第2回保険料をまとめて請求する場合があります。
●保険証券は契約成立後にお送りいたします。

10日

不慮の事故により約款所定の身体障害の状態になられた場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。
重い障害状態になられたら、以後、保険料はいただきません！

約款所定の要介護状態となられたとき、指定保険金額（死亡保険金額の範囲内で、同一被保険者につき通算して最高3,000万
円）から、会社所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差し引いた金額をお支払いします。
※保険料払込期間が短期払の場合「介護前払特約」が付加されています。終身払の場合は、付加することはできません。

重い介護状態になられたら、前払いで保険金をお支払いします。

余命6か月以内と判断されたとき、死亡保険金額の全部または一部に相当する金額を生存中にお支払いします。
※この商品には「リビング・ニーズ特約」が付加されています。

余命6か月以内と判断されたとき、生存中でも保険金をお支払いします。

保険料の負担を抑えた 一生涯保障の死亡保険！
解約払戻金による貯蓄機能 もあります。

解約払戻金があるため、一生涯の死亡保障に加え、長期的な貯蓄機能も
備えています。

死亡保障が不要になった場合には、保険契約を解約して、解約払戻金
を活用することもできます。

解約払戻金をご活用いただけます。

▼左記ご契約例の場合 （30歳男性  保険金額：500万円  保険料払込期間：60歳払済  月払）

※上記金額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。
（＊時の解約払戻金額は、低解約払戻期間経過直後の金額を表示しています）。
※払戻率（％）=解約払戻金÷払込保険料累計×100
※解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
※低解約払戻期間中に解約された場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています。

※解約された場合、以後の保障はなくなります。

セカンドライフの資金としても
ご活用いただけます！

経過年数 年齢

35歳

40歳

50歳

60歳

70歳

80歳

払込保険料累計

554,400円

1,108,800円

2,217,600円

3,326,400円

3,326,400円

3,326,400円

3,326,400円

解約払戻金

363,900円

799,500円

1,694,200円

2,697,200円

3,856,300円

4,222,850円

4,547,450円

払戻率

65.6％

72.1%

76.3%

81.0%

115.9%

126.9%

136.7%

POINT3
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5年

10年

20年

30年

　

40年

50年
ご契約後短期間で解約された場合の解約払戻金は、まったくないか、あっても
ごくわずかです。長期間ご契約が継続するほど解約払戻金が増加します。

低解約払戻期間経過直後＊

一
生
涯
保
障

一
生
涯
保
障

解
約
払
戻
金

ご契約例 ●30歳男性　●保険期間：終身　●保険料払込期間：60歳払済　●低解約払戻期間：60歳

解約払戻金

60歳（払込満了）30歳（契約時）

500万円

※解約払戻金の額は、
年単位の契約応当日前日の金額を
表示しています。
※解約払戻金の額は、
契約年齢、保険料払込期間、
経過年数などによって異なります。

保険料払込期間（低解約
払戻期間）中の解約払戻金
を抑制することにより、
保険料を抑えました。

死亡保障が
一生涯続きます。

POINT1

保険料の負担を抑えた 一生涯保障の死亡保険！
解約払戻金による貯蓄機能 もあります。

保険金額：500万円 月払保険料：9,240円（口座振替扱）

保険料払込期間（低解約払戻期間）

払込保険料累計額
3,326,400円

払込保険料累計額

低解約払戻期間経過直後
の解約払戻金

約385万円
払戻率

約115.9％

死
亡
・
高
度
障
害
保
険
金
額

POINT2

ライフステージに合わせて設計いただけます。
保険金額や保険料払込期間をニーズに合わせてお選びいただけます。

選べる保険料払込期間 短期払、終身払＊からお選びいただけます。

＊終身払の場合は、一生涯にわたって低解約払戻期間が続きます。
※契約年齢により「短期払」をお選びいただけない場合があります。

選べる保険金額 200万円から5,000万円まで100万円単位で設定できます。

短期払
50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳払済
10年・15年・20年払済 終身払

2016年5月作成

貯蓄機能も備えた一生涯保障の死亡保険です。

307B04

無配当 終身保険（低解約払戻金型）
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